
しまね電子申請サービス（Graffer）利用マニュアル 

 

 島根県の屋外広告業関係手続きについて、しまね電子申請サービスの利用方法をご

説明します。 

 

 

しまね電子申請サービスへのアクセス 

 

島根県のホームページ、またはインターネット検索サービスに接続し、「しまね電

子申請サービス」を検索し、しまね電子申請サービスのトップページ 

https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane にアクセスしてください。 

 

 

 

  

https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane


手続の検索 

 

しまね電子サービスのトップページを開いたら、キーワード欄に「屋外広告」と入

力し、手続きを探してください。 

 

 

  



手続の選択 

 

「屋外広告」で検索実行すると、該当する手続きの一覧が表示されますので、必要

な手続きを選択してください。 

（ここでは屋外広告業登録 新規・更新申請書を選択） 

 

 

 

 

  



手続の開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続の内容については、都市計

画課ＨＰで確認してください。 

 

 

 

 

 

 

利用規約を確認の上、「利用規

約に同意する」を ☑ してく

ださい。 

  



ログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しまね電子申請サービスを

利用するためには、アカウント

登録またはメールアドレスの

認証が必要です。 

いずれかの方法で手続き画

面にログインしてください。 

 

 

  



必要事項の入力開始 

 

 

 

 

 

 

入力フォームに従って、申

請者の種別を選択してくださ

い。 

 

代理申請の場合は、名義人

（業登録者）の種別を選択し

てください。 

メールアドレスは、代表ア

ドレスまたは今回の手続きを

行っている者（担当者、代理人

等）のメールアドレスを入力

して下さい。 

 

 

 

 

 

  

mail-adress@example.ne.jp 



第一面の入力 

 

島根県ホームページに掲載

されている「屋外広告業の登

録（新規・更新）の手引き（令

和 7年 6月）」を参照の上、申

請書の第一面に相当する情報

を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「担当者名」・「電話番号」 

代理申請の場合は、代理人

（行政書士等）を入力してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第二面の入力 

 

申請書の第二面に相当する情

報を入力してください。 

 

「１ 島根県の区域内において

営業を行う営業所の名称及び所

在地」 

追加するを選択の上、必ず入力

してください。本社で直接営業す

る場合は、本社を入力してくださ

い。多数ある場合は、「別紙のとお

り」と入力の上、添付ファイルと

してください。 

 

「２ 業務主任者の氏名、資格及

び所属する営業所の名称」 

追加するを選択の上、必ず入力

してください。営業所が多数ある

場合は、「別紙のとおり」と入力の

上、添付ファイルとしてください。 

 

「３ 法人である場合の役員の

職名及び氏名」 

追加するを選択の上、必ず入力

してください。多数の場合は、「別

紙のとおり」と入力の上、添付フ

ァイルとしてください。 

 

  



第三面の入力 

 

 

 

申請書の第三面に相当する

情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

「６ 他の地方公共団体にお

ける登録」 

多数の場合は、「別紙のとお

り」と入力の上、添付ファイル

としてください。 

 

「添付ファイル」 

島根県ホームページまたは手

引き等で必要な書類を確認し、

添付してください。 

一括で（全ての書類を一つの

ファイルにまとめて）添付す

ることも可能です。 

 

  



入力内容の確認と修正 

 

 確認画面が出ますので、必要に応じて

編集（修正）してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容に問題がなければ、「この内容で申

請する」をクリックしてください。 

  



内容確認 

 

申請を受け付けた場合、県では担当者が申請内容や添付書類等を確認します。 

必要に応じて、申請書記載の電話番号あてに連絡を取る場合があります。 

また、修正等が必要な場合、電子申請の「差し戻し」機能により連絡する場合もあ

りますので、ご留意ください。 

 

 

 

手数料の支払い 

 

 

申請内容に問題がなけれ

ば、申請手数料の支払いを

依頼します。 

メール連絡がありました

ら、「しまね電子申請サービ

ス」の該当ページを開き、画

面に従って、支払いをお願

いします。 

 

支払い方法は３つあります

ので、ご都合に合わせてご

利用ください。 

 

 

 

 

  



手続の完了 

 

申請手数料の支払いを確認後、手続きは完了となり、しまね電子申請サービスから、

「受付処理完了のお知らせ」のメール連絡があります。また、登録通知等が別途郵送

されます。 

 

 

 

屋外広告業登録 変更届出書及び廃業届 

 

変更届及び廃業届の場合も手続きの流れは登録申請と同じですが、申請手数料の支

払いがありませんので、内容や添付書類等が適正であれば受理し、しまね電子申請サ

ービスから、「受付処理完了のお知らせ」のメール連絡があります。また、受理通知

等が別途郵送されます。 

 

 

 

屋外広告物講習会受講申込 

 

受講申込の受付期間中は、手続き可能です。手続きの流れは登録申請と同じですが、

申請手数料は 4,010円です。 

申請手数料の支払いを確認後、手続きは完了となり、しまね電子申請サービスから、

「受付処理完了のお知らせ」のメール連絡があります。 

 

 

 


